
令和７年１月２９日 

議会改革・議会広報改革特別委員会決定 

 

議会改革・議会広報改革特別委員会 検討結果シート 

 

請願・陳情者の委員会での発言及びフリースピーチ制度（１月２９日時点） 

議長マニフェストにおいて示され、当委員会において検討することとされた。 

 

【経緯】 

議会活動において区民の声を直接聴取するという観点から、両制度について、協議を重

ねた結果、以下のとおり取り扱うこととする。 

 

【結論】 

請願・陳情者の委員会での発言については、請願について実施することとし、別紙１の

とおり取扱う。また、本制度実施に伴い、「墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費

用弁償等に関する条例」を別紙２のとおり委員会提出議案により改正する。 

 

なお、フリースピーチ制度については別途取りまとめることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



委員会開会中における請願者の意見聴取（趣旨説明）について 

 

１ 目的 

この申合せは、委員会開会中における請願者の意見聴取（以下「委員会開会中における

意見聴取」という。）を実施するため、必要な事項を定めることにより、審査をより充実

したものとするとともに、区民等の意思（意見や要望）を区政に反映させることを目的と

するものである。 

なお、従来から委員会開会以前に実施している請願・陳情者からの意見聴取（以下「事

前の意見聴取」という。）及び墨田区議会会議規則第 89 条に定める「紹介議員の委員会出

席」とは異なる。 

 

２ 委員会開会中における意見聴取 

請願者の意見聴取とは、請願者が所管委員会委員に対し、提出された請願書における

｢請願の趣旨｣の説明として、請願を提出するに至った背景や願意を述べることをいう。 

また、請願の審査は請願書を基に作成した文書表により行うため、請願者の発言等は当

該文書表記載の願意に限るものとする。 

 

３ 委員会開会中における意見聴取の確認 

請願者が請願書を議会事務局に持参する場合は、提出時に事務局職員が意見聴取の確

認及び説明を行う。 

請願の提出が郵送による場合は、請願者に電話連絡ができる時は事務局職員が意見聴

取の確認及び説明を行う。また、電話連絡ができない時は、紹介議員を通じて行う。 

なお、意見聴取を希望する場合、「事前の意見聴取」において請願の趣旨を確認した上

で、当該委員会が出席の是非（必要性）を判断するものとする。 

その際、参考人として委員会に出席願うこととなるため、参考人招致の事務手続を別途

行う。 

  

４ 委員会開会中における意見聴取の方法 

(1)意見聴取の実施時期 

当該請願が付託された常任委員会の開会中に行う。 

(2)出席できる人数 

２名までとし、請願者のみとする。 

(3)意見陳述の時間 

請願者による意見陳述については、10 分以内とする。 

(4)請願者に対する質疑 

委員は請願者に質疑をすることができる。(請願者は委員に質疑をすることができな



い。) 

(5)意見聴取時の傍聴 

委員会開会中に行われるため、委員会条例に定めるところによる。 

(6)資料等の配付について 

資料の配付を求める場合、事前の意見聴取日までに委員⾧にその旨を申し出て、当該

資料の使用について承認を得なければならない。 

委員⾧は、資料の配付の申出があったときは、個別に判断し、必要があると認められ

るものについては承認する。ただし、当該資料が次のいずれかに該当するときは、これ

を承認しないものとする。 

ア 第三者の著作権を侵害する内容を含むもの 

イ 公序良俗に反する内容を含むもの 

ウ 特定の個人、団体等を攻撃し、又はプライバシーを侵害する内容を含むもの 

エ 営利を目的とした内容を含むもの 

オ 前各号に掲げるもののほか、委員⾧が妥当ではないと判断したもの 

(7)その他 

   本申合せに記載のない事項については、委員⾧がその都度判断するものとする。 

 

５ 請願者への費用弁償 

1,000 円を支給する。 

 

６ 請願者の意見聴取(趣旨説明)の流れについて 

(1)請願が付託された委員会の開会 

(2)当該請願を議題に供し、請願者からの意見聴取(趣旨説明)を許可することを委員会で諮

る。 

(3)可決(請願者からの意見聴取(趣旨説明)を許可)の場合は、委員会を休憩（参考人招致の

手続）し、委員会再開後、請願者が入室着席。 

(4)請願者より意見聴取(説明)(10 分以内) 

(5)所管委員からの質疑、終了 

(6)請願者退席 引き続き当該請願の審査 



 

墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例（案）新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 
  

（費用弁償） 

第２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 前項の規定にかかわらず、前条第２号に

規定する参考人のうち、自ら提出した請願

に関する意見の陳述を行うために同号の規

定により出頭したものに対しては、当該出

頭１回につき、１，０００円を支払うもの

とする。 

４ 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する

条例（昭和３３年墨田区条例第２０号）の

適用を受ける職員の例による。 

５ 第１項及び第２項に定めるもののほか、

必要な経費は、その実費を弁償することが

できる。 

〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔新設〕 

 

 

 

 

 

３ 〔同左〕 
 
 
４ 〔同左〕 

  

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


